
65歳以上の人の介護保険料が変わります

65歳以上の人の保険料は、算定された基準月額（5,300円）をもとに、
前年中の収入や課税状況に応じて決定します。

 65 歳以上の人の保険料

居住費の基準費用額および介護保険負担限度額の改正（８月サービス利用分から）

介護施設の部屋の種類 ユニット型個室 ユニット型個室的
多床室 従来型個室 多床室

居住費の基準費用額  2,066円  1,728円  1,728円（1,231円）  437円（915円）

負担限度額

第１段階  880円  550円  550円（380円）  0円

第２段階  880円  550円  550円（480円）  430円

第３段階①  1,370円  1,370円  1,370円（880円）  430円

第３段階②  1,370円  1,370円  1,370円（880円）  430円
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利生した場合は、（　）内の金額になります。

旧保険料
（令和５年度）

新保険料
（令和６～８年度）

保険料
段階

保険料
年額（円）

保険料
段階 対象となる人 算出方法 保険料

年額（円）

第１段階 22,600 第１段階

本
人
が
市
民
税
非
課
税

・生活保護受給者
・老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が市民

税非課税の人
・世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の

課税年金収入額と合計所得金額の合算額が
80万円以下の人

基準月額
×12カ月×0.285 18,100

第２段階 37,800 第２段階
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課
税年金収入額と合計所得金額の合算額が80万
円超、120万円以下の人

基準月額
×12カ月×0.485 30,800

第３段階 52,900 第３段階
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課
税年金収入額と合計所得金額の合算額が120
万円超の人

基準月額
×12カ月×0.685 43,500

第４段階 68,000 第４段階
世帯に市民税課税の人がいて、本人の前年の
課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80
万円以下の人

基準月額
×12カ月×0.90 57,200

第５段階
（基準額） 75,600 第５段階

（基準額）

世帯に市民税課税の人がいて、本人の前年の
課税年金収入額と合計所得金額の合算額が80
万円超の人

基準月額
×12カ月×1.00 63,600

第６段階 90,700 第６段階

本
人
が
市
民
税
課
税

合計所得金額が120万円未満の人 基準月額
×12カ月×1.20 76,300

第７段階 98,200 第７段階 合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準月額
×12カ月×1.30 82,600

第８段階 113,400 第８段階 合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準月額
×12カ月×1.50 95,400

第９段階 128,500 第９段階 合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準月額
×12カ月×1.70 108,100

第10段階 139,800
第10段階 合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 基準月額

×12カ月×1.90 120,800

第11段階 合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 基準月額
×12カ月×2.10 133,500

第11段階 151,200
第12段階 合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 基準月額

×12カ月×2.30 146,200

第13段階 合計所得金額が720万円以上の人 基準月額
×12カ月×2.40 152,600

※介護保険法施行令の改正により、低所得者への保険料軽減の強化として、第１段階から第３段階の保険料率が引き下げら
れ、年額保険料が軽減されています。
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保
険
料
改
定
の
考
え
方

65
歳
以
上
の
人
の
保
険
料
は
、
65
歳
以

上
の
人
数
を
分
母
と
し
、
65
歳
以
上
の
人

が
負
担
す
べ
き
金
額
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
な

ど
に
必
要
な
費
用
）
を
分
子
と
し
て
割
っ

た
金
額
と
な
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
65
歳
以
上
の
人
数
が
増
え

る
と
保
険
料
は
減
少
し
ま
す
が
、
要
介
護

認
定
者
の
増
加
に
伴
っ
て
介
護
サ
ー
ビ
ス

な
ど
に
必
要
な
費
用
が
増
え
れ
ば
保
険
料

は
増
加
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

保
険
料
改
定
の
要
因

▼
65
歳
以
上
の
人
数

第
９
期
計
画
期
間
（
令
和
６
～
８
年

度
）
に
お
け
る
65
歳
以
上
の
人
数
の
推
計

で
は
、
令
和
７
年
度
を
ピ
ー
ク
と
し
て
そ

の
後
は
減
少
に
転
じ
る
た
め
、
ほ
ぼ
横
ば

い
で
推
移
し
ま
す
。

▼
介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に
必
要
な
費
用

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め
に
は

要
介
護
認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
要
介
護
認
定
者
数
は
、
平
成
27
年
度

以
降
緩
や
か
に
減
少
を
続
け
て
き
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
令
和
７
年
度
に
は
団
塊
の

世
代
の
す
べ
て
が
後
期
高
齢
者
と
な
る
た

め
、
今
後
は
要
介
護
認
定
者
数
が
増
加
に

転
じ
る
と
と
も
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど

に
必
要
な
費
用
に
つ
い
て
も
増
加
す
る
見

込
み
で
す
。

65歳以上の人の介護保険料が変わります

65
歳
以
上
の
人
の

介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

令
和
６
年
度
か
ら
３
年
間
の
介
護
保
険
制
度
の
指
針
と
な
る
介
護
保
険
事
業
計
画
の
見

直
し
が
行
わ
れ
、
こ
の
計
画
に
基
づ
き
介
護
保
険
料
も
３
年
に
一
度
の
改
定
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

介
護
保
険
料
は
、
今
後
３
年
間
に
お
け
る
ヘ
ル
パ
ー
派
遣
や
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
み
量
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
見
込
み
量
が
増
え
る

ほ
ど
、
保
険
料
が
上
が
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
改
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
の
65
歳
以
上
の
人
（
第
１
号
被

保
険
者
）
の
介
護
保
険
料
基
準
月
額
は
、
５
，
３
０
０
円
に
決
ま
り
ま
し
た
。

令
和
６
年
度
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
は
、
７
月
中
旬
に
お
送
り
し
ま
す
。

�

【
介
護
保
険
課
】

÷12カ月

＝6,300円
  （基準月額）

÷12カ月

＝5,300円
  （基準月額）

 

第８期計画
（令和３～５年度）

第９期計画
（令和6～8年度）

保険料を納めていただく人保険料を納めていただく人
61,253人61,253人

保険料を納めていただく人保険料を納めていただく人
62,243人62,243人

保険料としていただく額保険料としていただく額
46億3,101万1，000円46億3,101万1，000円

保険料としていただく額保険料としていただく額
39億5,887万5，000円39億5,887万5，000円

▼
介
護
給
付
費
準
備
基
金
の
取
り
崩
し

各
計
画
期
間
に
お
い
て
推
計
さ
れ
た
介

護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に
必
要
な
費
用
の
見
込

み
額
が
実
際
の
費
用
よ
り
も
上
回
っ
て
い

た
場
合
、
そ
の
差
額
に
つ
い
て
介
護
給
付

費
準
備
基
金
を
積
み
立
て
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。
第
９
期
計
画
期
間
に
お
い
て
は
、

基
金
の
一
部
を
取
り
崩
す
こ
と
で
保
険
料

の
抑
制
を
図
り
ま
す
。

▼
国
の
制
度
改
正

保
険
料
の
上
昇
に
よ
る
低
所
得
者
の
負

担
を
軽
減
す
る
た
め
、
国
は
介
護
保
険
料

の
標
準
段
階
を
９
段
階
か
ら
13
段
階
へ
と

さ
ら
に
多
段
階
化
し
、
高
所
得
者
の
保
険

料
率
を
引
き
上
げ
る
こ
と
で
低
所
得
者
の

保
険
料
率
を
引
き
下
げ
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。
こ
れ
に
伴
い
本
市
の
保
険
料
段
階
も

現
行
の
11
段
階
か
ら
国
標
準
の
13
段
階
に

変
更
し
ま
し
た
。

制
度
改
正
に
よ
る
８
月
か
ら
の

主
な
改
正
点

▼
居
住
費
の
基
準
費
用
額
お
よ
び
介
護
保

険
負
担
限
度
額
の
改
正

介
護
施
設
を
利
用
し
た
際
の
居
住
費
に

つ
い
て
、
近
年
の
光
熱
水
費
が
高
騰
し
て

い
る
現
状
を
踏
ま
え
、
在
宅
で
生
活
し
て

い
る
人
と
の
負
担
の
均
衡
を
図
る
た
め
、

１
日
に
つ
き
60
円
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
そ
れ
に
伴
い
介
護
保
険
負
担
限
度

額
の
居
住
費
に
つ
い
て
も
引
き
上
げ
ら
れ

ま
し
た
。

●
介
護
保
険
課 
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広報はしもと2024年6月号 12広報はしもと2024年6月号


